
独立行政法人男女共同参画機構に係る政策体系図（案）

男女共同参画基本計画（＜男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（基本法13条）＞

独立行政法人男女共同参画機構法（令和７年法律第79号）

 男女共同参画社会の形成についての基本理念

 「男女の人権の尊重」（３条）  「社会における制度又は慣行についての配慮」（４条） 「政策等の立案及び決定への共同参画」（５条）
 「家庭生活における活動と他の活動の両立」（６条） 「国際的協調」（７条）

男女共同参画社会基本法（平成11年６月23日法律第78号）

国

基本理念にのっとり、
男女共同参画促進施策を
総合的に策定及び実施

（基本法８条）

機構

男女共同参画促進施策
の推進のための
中核的な機関

（基本法10条の２）

地域

広報活動等

（基本法16条）

地方公共団体

関係者相互間の連携と協働の拠点

（基本法18条）

センター
職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、男女共同参画社会の

形成に寄与する努力義務（基本法10条）

国民（民間団体）

センターの体制確保の努力義務
（基本法18条２項）

国の施策に準じた施策の策定、実施
（基本法９条）

関係者相互間の
連携・協働の促進

（基本法18条）

人材の確保、養成
及び資質の向上

（基本法18条の２）

調査研究

（基本法18条の３）

情報の提供

（基本法19条）

助言

（基本法19条）

広報・啓発

（機構法12条１号）

研修

（機構法12条３号）

調査研究

（機構法12条４号）

情報・資料の収集・
整理・提供

（機構法12条５号）

助言

（機構法12条６号）

関係者相互間の
連携・協働の促進

（機構法12条２号）

男女共同参画促進施策の効果的な推進を図るため、密接に連携（基本法18条３項）
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